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一
、
六
月
二
一
日
〈
金
隈
)
午
後
一
時
半
|
五
時
半

「
い
わ
ゆ
る
新
訴
訟
物
理
論
出
現
の
状
況
に
つ
い
て
」

報

告

者

小

山

出
席
者
十
八
名

一
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
二
七
年
の
ロ

l
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
著
作
以
来
引
続

き
訴
訟
物
理
論
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
が
、
日
本
で
は
、
一
九
五
一
年
小
山
教

授
が
訴
訟
物
理
論
(
吋
蒜
一
詩
集
)
を
唱
え
ら
れ
る
ま
で
殆
ん
ど
顧
り
み
ら

れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
日
本
で
も
俄
か
に
訴
訟
物
論
議
、
が
盛
ん
に
な

り
、
近
々
十
二
年
間
に
七

O
点
を
越
す
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

見
ら
れ
る
訴
訟
物
理
論
の
特
色
と
し
て
は
、
的
個
別
的
訴
訟
(
例
え
ば
損
害

賠
償
請
求
の
訴
訟
物
の
如
き
〉
に
つ
い
て
訴
訟
物
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
、
仲
通
常
の
民
事
訴
訟
法
以
外
で
訴
訟
物
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
〈
例
え
ば
抗
告
訴
訟
、
税
務
訴
訟
、
労
働
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
の

如
き
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
外
国
の
学
説
に
敏
感
に
反
応
す
る
日
本
の
学
会
に
お
い
て
、

一
九
五
五
年
頃
ま
で
余
り
訴
訟
物
理
論
が
問
題
祝
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
一

体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
?
又
一
九
五
五
、
六
年
以
降
日
本
で
俄
か
に
訴
訟

物
論
議
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
い
か
な
る
必
然
性
に
も
と
づ
く
の
か
?

前
の
疑
問
に
対
す
る
答
と
し
て
は
、
旧
訴
訟
法
理
論
が
ド
イ
ツ
で
克
服
さ
れ

た
時
期
に
、
日
木
で
は
漸
く
旧
訴
訟
法
理
論
が
定
着
し
始
め
て
い
た
た
め
、

弁

教
授

法学会記事

学
者
や
実
務
家
は
俄
か
に
説
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
と
さ
れ
、
後
の
問
題
に
対
す
る
解
答
と
し
て
は
、
時
代
の
動
き
(
例
え
ば

戦
後
民
主
々
義
の
定
着
化
と
資
本
主
義
の
高
度
化
に
伴
な
う
事
件
の
質
的
盆

的
拡
大
)
と
そ
れ
に
対
応
す
る
理
論
的
動
揺
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
訴
訟
物
理

論
が
反
省
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
因
と
し
て
、
上
述
し
た
よ
う
な
戦
後
民
主
主

義
の
定
着
化
と
資
本
主
義
の
高
度
化
と
い
っ
た
時
代
の
激
し
い
動
揺
を
あ
げ

ら
れ
た
点
は
興
味
深
か
っ
た
。
殊
に
そ
の
例
証
と
し
て
、
行
政
、
労
働
或
は

独
占
等
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
が
、
紛
争
の
対
象
の
法
理
論
的
組
み
立
て

方
を
異
な
ら
し
め
て
き
た
主
な
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
よ
う
な
観
点
か

ら
、
法
律
学
を
勉
強
す
る
場
合
単
な
る
法
律
技
術
の
勉
強
の
み
で
な
く
、

「
現
代
」
の
正
し
い
把
握
、
「
現
代
的
感
覚
」
の
涌
養
こ
そ
若
い
研
究
者
に

と
っ
て
重
要
で
あ
る
旨
を
力
説
さ
れ
た
。
そ
こ
に
小
山
氏
訴
理
論
の
法
哲
学

的
基
礎
も
う
か
が
わ
れ
て
、
誠
に
興
味
深
く
か
っ
有
益
で
あ
っ
た
。

ニ
、
と
こ
ろ
で
、
小
山
民
訴
理
論
(
殊
に
訴
訟
物
理
論
)
を
規
定
し
た
最

初
の
動
機
は
、

ω民
事
訴
訟
の
目
的
は
、
権
利
保
護
で
な
く
紛
争
解
決
で
あ

る
と
い
い
な
が
ら
、
何
故
民
事
訴
訟
の
対
象
を
法
律
上
の
権
利
に
限
定
す
る

の
か
?
肘
一
個
紛
争
に
つ
い
て
何
回
も
訴
訟
を
お
こ
せ
る
(
特
に
誌
求
権

競
合
の
場
合
)
の
は
不
当
で
は
な
い
の
か
?
と
い
う
点
へ
の
疑
い
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る
。

小
山
教
授
等
に
よ
っ
て
日
本
の
民
訴
学
会
に
導
入
さ
れ
た
新
訴
訟
物
理
論

は
、
今
日
で
は
単
に
民
事
訴
訟
法
の
領
域
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
行
政
争

訟
、
労
働
争
訟
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
更
に
は
民
法
の
実
体
法
理
論

に
さ
え
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
新
実
体
法
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説
)

0以
上
の
よ
う
に
、
日
本
に
新
訴
訟
物
理
論
が
い
か
に
し
て
導
入
さ
れ
た

か
、
叉
そ
の
果
し
て
い
る
機
能
及
び
影
響
い
か
ん
等
の
問
題
を
、
法
制
度
の

よ
っ
て
た
つ
社
会
経
済
的
背
景
と
の
関
連
に
お
い
て
、
門
外
漢
に
も
よ
く
わ

か
る
よ
う
に
懇
切
に
説
明
さ
れ
た
。
そ
の
基
底
に
は
時
代
の
動
き
を
踏
え
た

問
題
意
識
が
ピ
ビ
グ
ト
に
躍
動
し
て
い
て
、
技
術
学
と
考
え
ら
れ
る
民
訴
の

枠
を
越
え
た
法
哲
学
的
講
演
と
も
称
さ
れ
う
る
内
容
の
充
実
し
た
報
告
で
、

少
さ
な
法
学
会
の
中
の
講
演
と
し
て
は
勿
体
な
い
報
告
で
あ
っ
た
。

討
論
の
中
心
は
、
主
と
し
て
形
成
訴
訟
の
訴
訟
物
の
性
格
や
特
定
方
法
の

点
に
集
中
し
た
。
特
に
口
頭
弁
論
終
結
時
に
お
い
て
予
測
出
来
な
か
っ
た
事

態
(
生
活
事
実
〉
が
生
じ
た
場
合
の
訴
訟
物
の
問
題
等
、
流
動
的
な
生
活
関

係
を
ど
の
よ
う
に
訴
訟
の
対
象
と
し
特
定
化
す
る
の
か
、
果
し
て
可
能
か
、

そ
の
場
合
の
法
技
術
的
構
成
い
か
ん
等
々
、
会
社
訴
訟
、
行
政
争
訟
、
労
働

争
訟
、
独
禁
法
争
一
訟
等
に
関
す
る
問
題
が
出
さ
れ
て
活
発
に
討
議
さ
れ
た
。

報

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

手
一
、
五
月
三

O
日
(
金
曜
)
午
後
一
時
半

l
四
時
半

器
「
法
学
会
(
研
究
会
)
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

ム耳究

出

席

者

十

一

名

f

発
足
時
の
研
究
会
と
し
て
の
主
主
主
今
日
の
法
学
会
の
機
能
は
、
大
分

特
違
っ
て
き
て
い
る
。
研
究
会
の
細
分
化
が
法
学
会
の
存
在
意
義
を
弱
め
て
い

法
る
が
、
他
面
叉
研
究
会
の
細
分
化
が
、
そ
の
必
要
性
を
高
め
て
い
る
側
面
の

あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
の
認
-
識
と
評
価
は
、

多
く
の
会
只
の
中
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
法
学
会

へ
の
積
極
的
一
評
価
が
な
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
各
員
の
中
か
ら
自
発
的
な
意

欲
、
が
出
て
く
る
ま
で
中
止
し
て
よ
い
と
い
う
こ
、
三
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、

大
勢
は
今
ま
で
通
り
継
続
し
て
い
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
落
着
い

た
。
研
究
会
の
あ
り
方
、
運
営
に
関
し
て
は
特
に
新
し
い
提
案
は
な
か
っ

た。

以

上

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
記
事

(
昭
和
四
三
年
九
月
)

一
、
九
月
一
一
一
一
日
(
金
)
判
例
研
究

判
例
時
報
五

O
四
号
コ
一
頁

判
例
時
報
五

O
四

号

六

二

頁

二
、
九
月
二
七
日
(
金
)
判
例
研
究

判
例
時
報
五

O
四

号

四

五

頁

判
例
時
報
五

O
五

号

一

七

頁

判
例
時
報
五

O
五

号

二

九

頁

浜

秀

和

杉
浦
靖
子

大
沢
幸
夫

秋
山
義
昭

小
野
善
康

北法19(2・243)469

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
記
事

一
二
、
四
月
一
一
六
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二
一
巻
一
号
一
五
五
頁



報

民
集
一
一
一
巻

。
民
集
一
一
一
巻

一二号
九
号

七
八

O
頁

二
二
四
九
頁

幸在

四
、
五
月
一

O
(金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
一
二
巻
三
号
七
二
八
頁

O
民
集
二

O
巻

九

号

一

七

五

六

頁

O
民
集
一
一
一
巻
一
号
一
一
酉
頁

。
民
集
一
二
巻
八
号
二
二

O
頁

五
、
五
月
一
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二
一
巻
一
号
七
七
頁

O
民
集
一
二
巻
三
号
七
九
六
頁

O
民
集
一
二
巻
二
号
三
八
八
頁

六
、
五
月
二
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二
一
巻
一
号
一
一
一
一
一
二
頁

O
民
集
一
二
巻
二
号
四
八
三
頁

O
民
集
一
一
一
巻
一
号
一
八
九
頁

O
民
集
一
二
巻
二
号
二
三
一
官
良

七
、
六
月
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
一
二
巻
二
号
四
七
五
頁

O
民
集
一
二
巻
二
号
四
九
二
頁

民
集
一
二
巻
コ
一
号
六
五
九
頁

O
民
集
一
二
巻
八
号
一
一
一
一

O
頁

八
、
六
月
一
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

研究会記事

中
川
良
延

五
十
嵐
清

藤
原
雄
三

佐
藤
敏
昭

池
田
条
男

川

井

健

近
藤
弘
二

別
府
三
郎

薮

重

夫

小
林
資
郎

斎

藤

武

見
沢
俊
明

佐
保
雅
子

中
川
良
延

JIl相
井原
東
健孝

O
民
集
二
一
巻

O
民
集
二
一
巻

O
民
集
一
一
一
巻

O
民
集
二
一
巻

一一旦万
一一回方
三
号
四
号

二
六
二
頁

三
七
八
頁

六
九
七
頁

九
六
一
頁

九
、
六
月
二
八
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
一
一
一
巻
三
号
五
五
二
具

O
民
集
一
二
巻
三
号
六
二
四
頁

O
民
集
一
二
巻
三
号
六
七
二
具

O
民
集
一
二
巻
二
号
二
九
五
頁

北
海
道
大
学
刑
事
法
研
究
会
記
事

五
、
九
月
七
日
(
土
)

O
「
小
定
型
」
に
つ
い
て
の
試
論

神
田
孝
夫

青
竹
正
一

池
凶
粂
男

藤
岡
康
宏

北法19(2・244)470

小
林
資
郎

薮

重

夫

石
川
恒
夫

岡

本

垣

小
暮
得
雄


